
Ⅰ．はじめに

　我が国において、認知症高齢者数は、2012年現在
300万人を超え、約10年間で 2 倍の増加が報告（厚生労
働省，2012）され、認知症対策の強化が急務の課題と
なっている。認知症高齢者とその家族が住み慣れた地
域で暮らすためには、専門職による支援が不可欠であ
る。専門職による支援として、各県に設置されている
認知症疾患治療センター、医療機関における「もの忘
れ外来」が挙げられる（田子他，2008）。しかしなが
ら、診断や初期治療後に認知症の予防や症状悪化の防
止について専門医療機関ですべてを完結することの困
難さから、多くの介護者は、身近な相談窓口を必要と
している（沖田，2004）。加えて、認知症疾患治療セン
ターは、神戸市に 2 か所、兵庫県下においても 9 ヶ所

（兵庫県，2012）と少なく、身近に受診できる専門医療
機関として、利用しやすい状況にあるとはいえない。
以上より、認知症疾患治療センター、医療機関におけ
る「もの忘れ外来」のみでは、地域に暮らす高齢者と
その家族を支援することは、受診のしやすさの点から
も難しい。加えて、認知症の症状に気づいても、 3 割
以上は受診までに 1 年以上かかる実態（エーザイ株
式会社，2012）が報告されている。そのため、医療機
関の受診に抵抗感の強い高齢者とその家族には、医療
機関の受診を促す相談の場が必要と考える。つまり、
認知症の高齢者とその家族が利用しやすい相談を実施

し、高齢者とその介護を担う家族の不安や負担の軽減
をはかることが求められているといえよう。
　これまでに、看護系大学の教員がもの忘れ相談を実
施し、「問題解決に向けた具体的な対処方法の提案に
より介護力が引き出された」、「受診推奨により専門医
を受診し早期対応につながった」等その成果が報告

（平林他，2003；中島他，2009）されている。専門外
来の受診が必要な高齢者に早期受診を促すことは、早
期診断、早期治療が可能となる。さらに、認知症の重
度化への移行を遅延し、中等度の症状が安定した時期
を在宅でより長く過ごす可能性が高まると考える。ま
た、看護職によるもの忘れ相談の実施は、先行研究の
成果に加え、日常生活の援助について、高齢者とその
家族の心身の状態のみならず、これまでの人生の中で
培われてきた価値観や発達課題の達成状況など包括的
なアセスメントに基づく相談が可能になると考える。
すなわち、身近な窓口として看護職によるもの忘れ看
護相談の実施が必要といえる。
　もの忘れ看護相談の実施については、専門外来によ
る実施の報告（藤本他，2008；田子他，2008；中嶋，
2010）があるものの、相談プログラムの開発やプログ
ラムに基づく実施の報告はみられない。したがって、
相談の質を保証する上でも、もの忘れ看護相談プログ
ラムを作成した上で実施、評価することが必要と考え
る。
　本研究の目的は、地域住民のニーズおよび我が国に
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おいて先駆的にもの忘れ相談に取組んできた専門家の
知見を基盤にしたもの忘れ看護相談プログラムを検討
することである。

Ⅱ．研究方法

1 ．住民のニーズ調査

1 ）対象者：A 市 B 区住民404名
　もの忘れ看護相談の住民のニーズ調査は、健康問題
への関心の高い、リクルート可能な者を対象とした。
以下の 3 か所の対象に調査を依頼した。いずれも個別
返送とした。
⑴　 B 区内全 8 か所の地域包括支援センター、 1 か所

あたり40名、計320名を対象とした。B 区内 8 か所
の地域包括支援センター長が一同に会する連絡会
で、地域包括支援センターの行事の参加者への調
査説明と質問紙配布を依頼した。

⑵　 まちの保健室（県の看護協会と連携し、大学教員
が地域住民に健康に関する講義や健康相談等を行
う事業）の参加者 7 名に、まちの保健室の講義終
了後、調査の主旨などを研究者が口頭と文書で説
明した。

⑶　 演習、講義、実習などで協力を依頼している C 大
学の教育ボランティア77名に、調査の主旨など記
載した依頼文と質問紙を同封し、自宅に送付し
た。

2 ）調査時期：2011年 8 月～ 9 月　
3 ）調査内容・方法
　もの忘れ相談に関する文献レビューの後に、中島他

（2009）、本間（2001）、松岡他（2009）の報告を参考
に、共同研究者間で検討し調査票を作成した。調査項
目は年齢や性別など基本的属性 6 項目、もの忘れの不
安等 5 項目、もの忘れ看護相談の利用希望等 4 項目と
した。郵送法による質問紙調査を実施した。
4 ）分析方法
⑴　 項目ごとに単純集計し回答の傾向をみるととも

に、基本的属性 6 項目ともの忘れ不安の有無につ
いてx2検定を行った。統計ソフトはPASW Statistics 

18を用い、有意水準はｐ < 0.05とした。
⑵　 ⑴の結果を基に、もの忘れ看護相談プログラムに

反映が必要な内容を抽出した。
2 ．先駆的施設の専門家へのヒアリング調査

1 ） 対象者： 「もの忘れ外来」、「もの忘れ看護相談」に

関して、我が国で先駆的に取り組んできた A クリ
ニックの看護師および医師各 1 名、B 大学看護学
部の教員 1 名

2 ） 調査時期：2011年10月、12月　
3 ） データ産出方法
　先駆的な取り組みが記述されている文献（奥村他，
2005；藤本，2008；藤本，2009；藤本他，2010；平林
他，2003；平林他，2006）等を精読の上、もの忘れ相
談の実施方法、留意点、工夫点などを尋ねる半構成的
面接を各々約 2 － 3 時間実施した。面接内容は許可を
得て録音し、逐語録を作成した。
4 ） 分析方法
　逐語録より、プログラムに関連する内容を要約し、
もの忘れ看護相談プログラムに活用可能な要素として
抽出し、項目ごとに整理した。活用可能な要素、項目
は研究者間で検討し、妥当性を高めた。
3 ．もの忘れ看護相談プログラムの作成

　住民のニーズ調査、先駆的施設の専門家へのヒアリ
ング調査より抽出されたもの忘れ看護相談プログラム
に活用可能な要素を基に、プログラムを作成した。プ
ログラムは、共同研究者間で検討した上で、老人看護
専門看護師 3 名に内容を確認し、看護実践への適用可
能性を高めるようにした。
4 ．倫理的配慮

　本研究は、神戸市看護大学倫理委員会の承認を得た
上で実施した。
　ニーズ調査の対象者には、研究目的と方法、研究参
加は自由意思によること、プライバシーの保護と匿名
性の厳守、研究データの取り扱いなどを以下の方法で
説明した。地域包括支援センターの事業参加者および
まちの保健室参加者には、口頭と文書で説明した。教
育ボランティアには、調査依頼文に上記内容を記述し
送付した。
　ヒアリング調査の対象者には、もの忘れ相談に関し
て先駆的取り組みを実施している協力者は特定されや
すいため、所属施設の公表の可否を確認した。また、
研究目的と方法、研究参加は自由意思によることなど
を口頭と文書で説明し、同意書にサインを得て実施し
た。
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Ⅲ．結果

1 ． 住民のニーズ調査より抽出されたプログラムに反

映が必要な内容

　対象者404名のうち、256名から回答が得られた（回
収率63.3％）。対象者の主な基本的属性は、表 1 － 1 に
示すように、年齢は65歳以上が201名（78.5％）、性別
は、男性71名（27.7％）、女性185名（72.3％）であり、
世帯構成は、単身世帯が87名（34.8％）、夫婦のみの世
帯が86名（34.4％）であった。介護保険の利用状況は、
利用していない人が204名（85.7％）を占めた。
　もの忘れの不安については、表 1 － 2 に示すよう
にもの忘れ看護相談の利用希望がある者は、187名

（85.0％）、もの忘れや認知症について相談したい内容
は、複数回答で652の回答があり、もの忘れと認知症
との関係116名（17.8％）、診察してくれる医療機関95名

（14.6％）、認知症発症のメカニズム94名（14.4％）、認
知症の症状85名（13.0％）等であった。
　対象者の基本的属性ともの忘れの不安の有無との
関連については、表 1 － 3 に示すように、世帯構成

（x2＝10.223　p＜0.05）と介護保険の利用状況（x2＝
16.36　p＜0.01）において、自分のもの忘れ不安との
関連があった。同居者のいる人よりも単身世帯者のほ
うが、介護保険を利用している人よりも利用していな
い人のほうが自分のもの忘れを不安に思う人が多かっ
た。一方、基本的属性と他人のもの忘れ不安との関連

はみられなかった。
２ ．先駆的施設の専門家へのヒアリング調査より抽

出されたプログラムに活用可能な要素

　表 2 に、もの忘れ看護相談のための事前準備、具体
的な実施方法、相談後の支援体制づくりの順に抽出さ
れたプログラムに活用可能な要素を示す。なお、本文
では、活用可能な要素を【　】で示す。
1 ）もの忘れ看護相談開設のための事前準備
　もの忘れ看護相談開設のための事前準備は、広報、
相談の場の 2 項目に整理された。広報として、「認知
症予防検診の窓口、市役所の窓口、地域包括支援セ
ンターの窓口にチラシを置く」等より【日常生活で利
用する窓口やホームページの活用】が挙げられた。ま
た、相談の場として、「窓があり、明るい、外部の音
が聞こえない、個室を選び使用している」、「長く座っ
ても疲れず、立ち上がりやすい椅子などの調度品を揃
えている」等より【生活機能の低下に配慮した安心し
て相談できる環境】が挙げられた。
2 ）具体的な実施方法
　具体的な実施方法は、相談担当者、相談回数・方
法、相談への対応方法、認知症のスクリーニングの 4

項目に整理された。相談担当者として、看護師、医師
と複数の看護師が担当する【複数の専門職による相談
の実施】が挙げられた。
　相談回数・方法として、【電話、FAX、E-Mail など相
談担当者が対応できるツールの活用】が挙げられた。

表 1 − 1 ．対象者の概要
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表 1 − 2 ．もの忘れの不安について

　相談への対応方法として、「相談は、『どうされまし
たか？』と声をかけ、『どう』がわからない場合、『ど
なたのことですか』など、一つ一つ思うことを聴いて
いく」というような【寄り添い、傾聴する姿勢】、「利
用者と同じ立場の方がいらっしゃるというメッセージ
を伝える」という【同じ立場の患者、家族の存在を伝
えること】、「単なる傾聴ではなく、利用者が次の行動
が起こせるように利用できる関連機関に繋ぐ」という
ように【利用できる関連機関に連絡し、繋ぐこと】、

「介護保険申請の流れや地域包括支援センター一覧、
専門医療機関の一覧は出している」というように【医
療機関、利用できる社会資源の紹介】が挙げられた。
また、「医療機関ではない相談の場では、自分たちの
対応できる限界を設定しておく必要がある」というよ
うに【対応できる範囲と限界を設定】すること、「相談
終結の時期は、自分で介護をやろうという発言ができ
てきた時」というように【相談終結の時期の見極め】
が挙げられた。

　認知症のスクリーニングとして、「認知症のスク
リーニングのための検査、希望者が検査できるように
待合室にパソコンを置き、相談の中で会話をしながら
聴き、感覚で掴む」、「相談に来た家族には、医療機関
の受診の有無、CT 検査の有無、MMSE（Mini-Mental 

State Examination；精神状態短時間検査）は何点かな
ど、症状を聞く」ことから【認知症の症状、レベルの
把握方法】が挙げられた。
3 ）相談後の支援体制づくり
　相談後の支援体制づくりは、地域の専門職の相談能
力の向上、地域の関連機関との連携強化の 2 項目に整
理された。地域の専門職の相談能力の向上として、

「専門職からの相談ニーズも高い。事業所、デイサー
ビス、特養などに入り込んで現場でそのケアを一緒に
考える相談事業を行なっている。現場での OJT（On 

The Job Training）が要る」というように、【地域におけ
る専門職の能力向上の必要性】が挙げられた。また、

「地域包括支援センター、家族の会等、相談後の繋ぎ
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表 1 − 3 ．対象者の基本的属性ともの忘れの不安との関連

先としての地域の関連機関には、足を運んで挨拶をし
たほうがよい」など【地域の関連機関との連携強化】
が挙げられた。
3 ．もの忘れ看護相談プログラムの概要

　住民のニーズ調査および専門家へのヒアリング調査
より作成したもの忘れ看護相談プログラムの概要を表
3 に示す。
　プログラムは、活動目的、活動目標、活動場所、活
動内容、活動評価で構成された。本文および表の住民
のニーズ調査をプログラムに反映した内容は、二重下
線、専門家のヒアリング調査の活用可能な要素を反映
した内容は、一重下線で示した。
1 ）住民のニーズ調査をプログラムに反映した内容
　住民のニーズ調査をプログラムに反映した内容を以
下に述べる。自分のもの忘れ不安との関連がみられた

「単身世帯者、介護保険を利用していない人」より、
「単身世帯の相談者、介護保険を利用していない相談
者には、もの忘れ不安に配慮する」ことを表 3 の 4 ．
活動内容、 2 ）相談体制・方法に挙げた。さらに、相

談記録フォーマットには、世帯、介護保険の利用の有
無の項目を設け、相談時に把握できるようにした。
　また、もの忘れや認知症に関して相談したい内容の
上位に「もの忘れと認知症との関係」が挙げられたこ
とより、表 3 の 4 ．活動内容、 5 ）相談者への支援方
法に「認知症に関する知識の提供」を挙げた。
2 ） 専門家のヒアリング調査の活用可能な要素を反映

した内容
⑴　活動目標
　先駆的施設の専門家のヒアリング調査から活用可能
な要素として抽出された【医療機関、利用できる社会
資源の紹介】の「相談時に提示する資料は、特に決
めていない。介護保険申請の流れや地域包括支援セン
ター一覧、専門医療機関の一覧は出している」という
結果を基に、 1 ）「相談者が相談内容の対処方法につい
て、知識・技術を得ることができるよう支援する」を
挙げた。また、【利用できる関連機関に連絡し、繋ぐ
こと】の「単なる傾聴ではなく、利用者が次の行動を
起こせるように利用できる関連機関に繋ぐ」、【相談終
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表 2 ．先駆的施設の専門家のヒアリング調査より抽出されたプログラムに活用可能な要素
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結の時期の見極め】の「相談終結の時期は、自分で介
護をやろうという発言ができてきた時」を反映し、 2 ）

「相談者が自身や家族の健康を回復・維持・向上する
ための具体的な行動を自ら考えることができるよう支
援する」を挙げた。【利用できる関連機関に連絡し、繋
ぐこと】、【医療機関、利用できる社会資源の紹介】か
らは、 3 ）「相談者に支援が必要な場合、適切な保健・
医療・福祉サービスを受けることができるよう支援す
る」を挙げた。
⑵　活動場所
　【生活機能の低下に配慮した安心して相談できる環
境】の「窓があり、明るい、外部の音が聞こえない、
個室を選び使用している」、「相談を行なっていること
が分かるよう、見やすい看板を設置し、訪ねてきやす
いようにしている」等を基に、プライバシーを保護で
き、階段を利用せず大学外部から直接立ち寄ることが
できる「大学内の会議室および控室（いずれも個室）」
とした。
⑶　活動内容
①住民への広報
　【日常生活で利用する窓口やホームページの活用】
という結果を基に、商業・医療施設などにポスター掲
示、回覧板の活用、地域包括支援センターへの案内、
大学ホームページにチラシ掲載とした。
②相談体制・方法
　【複数の専門職による相談の実施】体制をとるため、
相談員が情報を共有できるように、「相談後、相談記
録はファイルに綴じ、継続相談が必要な事例は個別
ファイルを作成」、他機関への継続が必要な事例は、
相談者の了解を得た上で、【利用できる関連機関に連
絡し、繋ぐこと】を行い、その結果を伝えるために

「継続相談が必要な事例は、連絡方法を確認」すること
とした。
③会場設営
　【生活機能の低下に配慮した安心して相談できる環
境】の結果を基に、「安心して相談できる環境づくり」
を挙げた。
④相談者への支援方法
　【寄り添い、傾聴する姿勢】という結果を基に相談
時の基本姿勢として、「不安内容をじっくりと聴く」、

「不安内容に応じた具体的な情報を提供する」というよ
うに具体的な方法を挙げた。

Ⅳ．考察

１ ．もの忘れ看護相談プログラムの特徴

　もの忘れ看護相談を実施するために、地域住民の
ニーズ調査および我が国において先駆的にもの忘れ相
談に取組んできた専門家のヒアリング調査を基盤とし
た、もの忘れ看護相談プログラムを作成した。
　地域住民のニーズ調査よりプログラムに反映した内
容として、支援が必要と予測される相談者は、「単身
世帯、介護保険を利用していない人」が挙げられた。
先行研究においても、単身世帯者は、アルツハイマー
病の比較的初期から問題が表面化しやすく、かつ深刻
になりがちなこと（宇野，2004）、認知症に最初に気づ
いた人の約 6 割は日常的に高齢者に接する家族であっ
たこと（本間，2003）が示されている。したがって、
単身世帯者は、病気や症状の早期発見が遅れやすく、
来談時には、認知症が進行している可能性が高いこと
が推察される。そのため、本研究で作成したもの忘れ
看護相談プログラムにおいても、配慮を要する相談者
であることを明示し、相談を実施する必要があると考
える。
　専門家のヒアリング調査よりプログラムに反映した
内容として、活動目標では、相談者が知識・技術を得
ること、自身や家族の健康を回復・維持・向上するた
めの具体的な行動を自ら考えること、支援が必要な場
合、適切な保健・医療・福祉サービスを受けることへ
の支援が挙げられた。これらは、相談者が自ら考え行
動できるように専門職として支援する内容が示されて
いる。つまり、学習者の経験に基づく実践を重視し、
自発性や自律性を尊重した課題解決を中心とした支援
が必要と考える。本研究の住民のニーズ調査において
も65歳以上が約 8 割を占めており、今後、実施するも
の忘れ看護相談の利用者についても、高齢者の利用が
推測される。このような対象者は、これまでの人生経
験の中から課題解決をしてきたことが推察される。し
たがって、もの忘れの不安や介護の不安に対しても、
課題解決的に行動するためには、高齢であることや認
知機能の状態に考慮が必要なものの、自律・自立した
行動ができるよう支援することが重要と考える。
　次に、活動内容では、①住民への広報として、商
業・医療施設などにポスター掲示、回覧板の活用、等
が挙げられた。本プログラムにおける看護相談では、
大学施設を利用する予定であるため、利用者にはクリ
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表 3 ．もの忘れ看護相談プログラムの概要

ニックなどとは異なり周知が必要なこと、高齢者の利
用しやすさを考慮し、広報活動を行う必要がある。
　②相談体制・方法として、相談内容の記録、保管方
法、継続相談が必要な事例の連絡方法が挙げられた。
先行研究（平林他，2006）においても、複数回の相談
を経て介護者の持つ介護力が引き出された結果が示さ
れている。我々が今後実施するもの忘れ看護相談の利
用も 1 回限りでないことが予測され、相談が継続する
ことも考えた上で、記録や保管方法を工夫する必要が
ある。

　③会場設営としては、高齢者の生活機能の低下に配
慮した安心して相談できる環境づくりを行うことが挙
げられた。もの忘れ看護相談の利用への心理的な抵抗
感や障壁は大きく、相談者にとって決して容易なこと
ではない。また、認知症になると記憶障害より生活機
能の低下が生じてくることに加え、相談者である高齢
者やその家族の心身の特性に配慮した環境づくりは、
相談のしやすさに繋がると考えられることから、プロ
グラムには必要な内容と考える。
　④相談者への支援方法として、不安内容をじっくり
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と聴く、不安内容に応じた具体的な情報を提供するこ
とが挙げられた。本研究においては、住民のニーズ調
査において約 8 割が相談利用を希望していること、も
の忘れや認知症に関して相談したい内容の上位に「も
の忘れと認知症との関係」が挙げられ、これらはプロ
グラムの中核となる内容と考える。もの忘れ看護相談
に関する先行研究においても、相談利用者が家族の
不安の軽減と具体的な方法を求めており（平林他，
2003）、具体的な情報提供の工夫が必要と考える。
　本研究では、具体的な実施方法に留まらず、事前準
備、相談後の支援体制づくりも重要と考え、プログラ
ムを作成した。相談実施前の準備として、待合室に、
認知症についてわかりやすく書かれた書籍、家族会の
広報誌を閲覧できるようにすること、家族会の入会案
内等認知症や介護について説明されたパンフレット類
を気軽に持ち帰ることができるように配置するなど、
環境づくりの面からも質を保証した看護サービスが提
供できるようにすることが必要と考える。加えて、相
談後の支援体制づくりとして、地域の関連機関との連
携を強化しながら、相談能力を向上する必要性が示さ
れた。このことからも、相談実施後に、関連する機
関、職種と検討の場をもつなど地域のサービスにつな
ぐ看護相談としていくことが重要であり、本プログラ
ムの特徴であると考える。
２ ．看護実践への活用可能性と今後の課題

　作成したプログラムは、相談実施地区の住民のニー
ズに基づいた内容であること、専門家のヒアリング調
査を基盤にした具体的な支援方法が示されているこ
とから、看護相談に活用可能であると考える。今後
急速に増加が推測される認知症の高齢者に対して、
preclinical の診断、治療の意義が報告（長濱他，2012；
谷口他，2012）され、国の施策の方向性としても、
認知症の高齢者に予防を重視した支援のあり方が検
討され始めた（厚生労働省認知症施策検討プロジェ
クトチーム，2012）。先行研究においても、看護職に
よる看護相談の利用者のうち、MCI（Mild Cognitive 

Impairment; 軽度認知機能障害）の疑いがある人は約 

4 － 5 割、認知症の疑いがある人は、約 3 － 4 割で
あったことが報告（中島他，2009）されていることか
ら、本研究で作成したプログラムに基づく看護相談の
実施は、認知症の高齢者の早期受診、早期診断、早期
治療に貢献できうるものと考える。
　今後は、本研究で作成したプログラムによるもの忘

れ看護相談を実施、評価した上で、プログラムの内
容、方法を精選していくことが課題である。
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